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収
分
の
使
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に
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す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則

101



社
会
保
障
の
充
実
の
た
め
の
消
費
税
増
税
に
よ
る
増
収
分
の
使
い
道
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
、
消
費
税
率
（
国
・
地
方
）
が
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
八
パ
ー
セ
ン
ト
へ
引
き
上
げ
ら
れ
ま

す
。そ

こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
し
ま
す
。

一

平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
、
消
費
税
率
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
八
パ
ー
セ
ン
ト
へ
の
引
上
げ
に
よ
る
歳
入
増
は
い
く
ら

と
想
定
し
て
い
ま
す
か
。

二

平
成
二
十
六
年
度
予
算
で
、
一
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
歳
入
増
の
う
ち
、
社
会
保
障
の
充
実
に
使
わ
れ
る
の
は
い
く
ら

で
、
想
定
さ
れ
る
歳
入
増
分
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
で
す
か
。

三

二
を
踏
ま
え
、
社
会
保
障
の
充
実
に
使
わ
れ
る
歳
入
増
分
の
う
ち
、
医
療
、
年
金
、
介
護
、
子
育
て
支
援
の
四
分
野
に
、

そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
使
わ
れ
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
額
は
、
想
定
さ
れ
る
歳
入
増
分
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
で
す
か
。

四

一
か
ら
三
を
踏
ま
え
、
今
回
の
消
費
税
増
税
に
よ
り
想
定
さ
れ
る
歳
入
増
に
よ
る
社
会
保
障
の
充
実
は
、
適
当
と
考
え
て

い
ま
す
か
。

右
質
問
す
る
。


